
「物干し台」については、これまで民間の処理ルートがなく、排出量が多かった
ことから、粗大ごみとしての収集や、ごみ処理施設への市民による直接搬入の受け
入れを行ってまいりました。
今般、「つけもの重石」や「ブロック」、「レンガ」などの、他のコンクリート
製品類と同様に民間処理ルートが確立されていることが確認できたことから、粗大
ごみとしての収集と直接搬入の受け入れを、令和６年３月29日（金）をもって終了
することとしました。
ご不便をおかけしますが、何卒、ご理解くださいますようお願いいたします。

令和６年４月以降は、以下の通り処理を民間業者（有料）へ依頼してください。

１　ご自身で処分許可業者へ持ち込む場合

　○有限会社吉田骨材店
　電話番号　　0242-26-3452（材木町）
　持ち込み先　北会津町上米塚字村東1314

　○株式会社アクトイン
　　電話番号　　0242-29-2220
　　持ち込み先　神指町大字南四合字幕内西351番地の2

２　収集を依頼する場合

　生活系ごみ収集運搬許可業者へお問い合わせの上、
　依頼してください。
　※連絡先は、ごみカレンダー又は
市ホームページの生活系ごみ収集運搬許可業者
一覧でご確認ください。　　　→→→

処 理 依 頼 先

会津若松市役所　廃棄物対策課
（電話２７－３９６１）

【注意事項】

・必ず事前に問い合わせをしてから処理を依頼してくださ
い。

・処理は有料です。料金については、各業者に直接お問い合
わせください。

「物干し台」の収集および受入れを「物干し台」の収集および受入れを
令和６年３月末で終了します令和６年３月末で終了します＼＼ ／／
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